
●以下は広告スペースです。広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。

注1：痔や生理中の方は受診できません。　注2：喀痰検査は400円が必要です。対象は50歳以上で喫煙指数600（1日のたばこ本数×喫
煙年数）以上の方。　注3：前年度受診されていない方。（受診は2年に1回）　注4：健診は空腹時（食後10時間以上）で行います（空腹時の
採血が必要なため）。受診時に「保険資格のわかるもの（マイナ保険証または資格確認書）」と、受診券を必ず
お持ちください。
※がん検診・骨粗しょう症検診について、検診部位の病気等で治療中・経過観察中の方や、自覚症状のある方、
勤務先等で同程度の検診を受診できる方、同一年度内に同等の検診を受診できる方、同一年度内に同等の
検診を受診済みの方（自費や診療は含みません）は対象外になります。

旭区役所からの

お知らせ
子育て情報は4ページをご覧ください➡

令和８年度（令和８年４月から令和９年３月）国民健康保険料の決定通知書を、お住まいの区の区役所から６月
中旬に送付します。６月中に届かない場合はご連絡ください。
前年中所得が一定基準以下の世帯や、災害、退職や廃業等による所得の減少等で保険料を納めるのにお困り
の方は、保険料の軽減・減免ができる場合があります。詳しくはお住まいの区の区役所へお問い合わせください。
令和８年度の国民健康保険料は、次の表により計算した金額が年間保険料となります。

令和8年度の国民健康保険料について

区役所 窓口サービス課（１階８番） G06-6957-9956T

空家の管理や活用、相続の方法など、空家に関する相談を個別にお受けします。
空家でお悩みの方は、ぜひこの機会にご相談ください。

なお、被保険者間の負担の公平性の観点から、「府内統一保険料率」としており、大阪府内の市町村にお住ま
いで「同じ所得、同じ世帯構成」であれば「同じ保険料額」となっています。
●保険料の納付　国民健康保険料のご納付は、便利で確実な口座振替をご利用ください。

空家相談員による個別相談会を実施します

納税通知書を６月上旬に送付します。第１期分の
納期限は６月30日（火）です。なお、３月17日（火）
以降に所得税の確定申告または、市民税・府民税
の申告をされた場合は、納税通知書の送付や課税
（所得）証明書の発行が遅れることがあります。
予測しない失業や大幅な所得減少

（前年の６割以下）が見込まれる方な
どで、前年の所得金額が一定額以下
であるなどの要件に該当し納付が困
難である場合は、期限までの申請に
より減額・免除されることがあります。

令和8年度 市民税・府民税・
森林環境税納税通知書を送付します

京橋市税事務所 個人市民税担当
G06-4801-2953 H06-4801-2871T

介護保険を利用して、介護保険施設などへ入
所や短期入所した場合に、食費・居住費が負担軽
減される認定証等の有効期限は7月31日（金）で
す。更新希望の方は6月30日（火）までに申請し
てください。なお、非課税年金（遺族年金・障がい
年金）を受給されている方は、年金収入額と基礎
年金番号の申告が必要となりますので、年金振込
通知書等の写しを添付し申請してください。

介護保険利用者負担限度額
認定証等の更新について

区役所 福祉課（２階29番） 
G06-6957-9859T

区役所 防災安全課（１階２番） G0６-6957-9192T

6月12日（金）15:00～17:00
区役所1階 旭まちづくりサロンA

D

９月２６日（土） 15：00～19：00
ニッタク・プレイフィールド
①舞台出演者
ダンス・演奏・大道芸等多くの来場者が楽
しめるもの。（出演有料）
②ブース出展者
ご来場者の方々へ活動ＰＲを行うもの。
個人・物品販売等不可。（出展有料：テント
料相当分、電気使用料等） 
③ボランティア協力
まつり会場内清掃、エコステーション等応相談

6月21日（日）までに大阪市コミュニティ協会 
旭区支部協議会（日タク旭区民センター1階）まで
※出演、出展、ボランティア申込後は実行委員
会での選考あり。詳しくはお問合せください。

※開催日及び内容が変わる場合があります。
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大腸がん検診

肺がん検診

乳がん検診
※注3

免疫便潜血検査
※注1

マンモグラフィ

かかとの骨の
超音波測定骨粗しょう症検診

特定健康診査
※注4

結核健診

健康だより
がん検診、骨粗しょう症検診については案内送付時に受付時間を個別に指定いたします。必ず時間内にお越しください。

※申込みが必要なものは、事前にオンラインまたは電話でお問い合わせください。
　ただし、定員になり次第、締め切らせていただきます。

本年度中に
40歳以上になる方

本年度中に
18歳以上になる方

胸部エックス線撮影

300円

1,500円

無料

歯科医による相談歯科健康相談 全年齢 無料

無料

無料
※注2

7月2日（木）
9:30～11:00

7月2日（木）
9:30～10:30

胸部エックス線撮影15歳以上 無料7月1日（水）
10:00～11:00

大阪市国民健康保険加入者で、
本年度中に40歳以上になる方
後期高齢者医療の方

7月2日（木）
9:30～10:50

7月2日（木）
9:30～10:50
7月28日（火）
18:30～19:50

検診（健診）名 日時 対象（大阪市民の方） 内容 料金

旭区保健福祉センター分館（森小路2-5-26）D 区役所 保健子育て課（２階25番）　G06-6957-9882T

申込みは　
こちら▶

申込要

申込要

申込要

申込要

無料 申込不要

秘密厳守

お気軽にご相談ください。無料・秘密厳守です。

人権擁護委員による特設人権相談所を開設します

大阪第一人権擁護委員協議会 G06-6942-1196T
６月１9日（金）13:30～16：00A 区役所1階 旭まちづくりサロンD

無料 秘密厳守

▲
詳しくは
こちら

第52回 旭区民まつり参加者募集

大阪市コミュニティ協会 旭区支部協議会
G06-6953-3901T

令和８年度国民健康保険料（年額）

３万円１７万円２６万円６６万円

子ども・子育て支援金分
保険料※2介護分保険料※1後期高齢者

支援金分保険料医療分保険料

被保険者数
×１,８４１円

介護保険第２号被保険者数
×１８,６８２円

被保険者数
×１１,１９１円

被保険者数
×３４,９９０円

１０,８４５円３３,９０８円平等割保険料
（世帯あたり）

算定基礎所得金額※4

×０.２８%
算定基礎所得金額※4

×２.６０%
算定基礎所得金額※4

×３.０６%
算定基礎所得金額※4

×９.５０%所得割保険料※3

均等割保険料
（被保険者あたり）

最高限度額
※1 介護分保険料は、被保険者の中に４０歳～６４歳の方（介護保険第２号被保険者）がいる世帯にのみかかります。介護分保険料の平等割

保険料はかかりません。
※2 子ども・子育て支援金分保険料の平等割保険料はかかりません。子ども・子育て支援金分保険料の均等割は、18歳以上均等割を含みます。
※3 世帯の所得割保険料は、被保険者（介護分保険料の所得割は介護保険第２号被保険者）ごとに計算した所得割の合計額となります。
※4 算定基礎所得は、前年中総所得金額等－４３万円となります。

申込要

区役所開庁時間　月曜～金曜 9:00～17:30　※祝日・年末年始を除く　毎週金曜時間延長　19:00まで（一部業務のみ）
毎月第4日曜開庁　6月は28日（日）9:00～17:30（一部業務のみ）XT G06-6957-9986　H06-6952-3247

●市政・区政に対するご意見・ご要望　XT 区役所 企画課（3階33番）G06-6957-9683　H06-6952-3247
●区の推計人口（令和8年5月1日現在） 91,328人（49,113世帯）

月号 No.361
（令和8年）20266
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募集対象


